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○
山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例

昭
和
五
十
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
条
例
第
十
二
号

平
成
一
七
年

三
月
二
八
日
条
例
第
四
三
号

最
終
改
正

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例

（
平
一
七
条
例
四
三
・
改
称
）

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
全

部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

公
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置

第
一
節

事
業
者
の
責
務
（
第
三
条
）

第
二
節

工
場
等
に
関
す
る
規
制

第
一
款

特
別
規
制
基
準
（
第
二
十
条
）

第
二
款

規
制
基
準
（
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
）

第
三
款

工
場
等
（
第
二
十
三
条
―
第
三
十
九
条
）

第
四
款

特
定
建
設
作
業
（
第
四
十
条
・
第
四
十
一
条
）

第
三
節

そ
の
他
の
規
制
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
七
条
）

第
四
節

規
制
以
外
の
措
置
（
第
四
十
八
条
・
第
四
十
九
条
）

第
三
章

そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
防
止
の
た
め
の
措
置

（
第
五
十
条
―
第
五
十
二
条
）

第
四
章

日
常
生
活
及
び
事
業
活
動
に
お
け
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
を
図

る
た
め
の
措
置

第
一
節

自
動
車
の
使
用
に
伴
う
大
気
の
汚
染
等
の
防
止
（
第
五
十
三
条

―
第
五
十
六
条
）

第
二
節

生
活
排
水
に
よ
る
水
質
の
汚
濁
の
防
止
（
第
五
十
七
条
・
第
五

十
八
条
）

第
三
節

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
、
循
環
的
利
用
及
び
適
正
処
分
（
第
五

十
九
条
―
第
六
十
二
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
六
十
三
条
―
第
六
十
七
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
六
十
八
条
―
第
七
十
四
条
）

附
則

（
平
一
七
条
例
四
三
・
全
部
改
正
）

総
則

第
一
章

（
目
的
）こ

の
条
例
は
、
公
害
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
防
止

第
一
条

の
た
め
の
措
置
並
び
に
日
常
生
活
及
び
事
業
活
動
に
お
け
る
環
境
へ
の
負
荷

の
低
減
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

生
活
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
法
令
と
相
ま
つ
て
、
生
活
環
境
の
保
全
に

関
す
る
施
策
を
推
進
し
、
も
つ
て
現
在
及
び
将
来
の
県
民
の
健
康
で
文
化
的

な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
全
部
改
正
）

（
定
義
）こ

の
条
例
に
お
い
て
「
公
害
」
と
は
、
事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
活

第
二
条

動
に
伴
つ
て
生
ず
る
大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
（
水
質
以
外
の
水
の
状
態

又
は
水
底
の
底
質
が
悪
化
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
、
土
壌
の
汚
染
、
騒
音
、

振
動
、
地
盤
の
沈
下
（
鉱
物
の
掘
採
の
た
め
の
土
地
の
掘
削
に
よ
る
も
の
を

除
く
。
）
及
び
悪
臭
に
よ
つ
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
が

生
ず
る
こ
と
を
い
う
。



- 2 -

２

こ
の
条
例
に
い
う
「
生
活
環
境
」
に
は
、
人
の
生
活
に
密
接
な
関
係
の
あ

る
財
産
並
び
に
人
の
生
活
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
動
植
物
及
び
そ
の
生
育
環

境
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
環
境
へ
の
負
荷
」
と
は
、
山
梨
県
環
境
基
本
条
例

（
平
成
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
環
境
基
本
条
例
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
環
境
へ
の
負
荷
を
い
う
。

４

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
指
定
工
場
」
と
は
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
を

著
し
く
阻
害
す
る
ば
い
煙
、
粉
じ
ん
、
汚
水
、
騒
音
、
振
動
又
は
悪
臭
（
以

下
「
ば
い
煙
等
」
と
い
う
。
）
を
排
出
し
、
発
生
し
、
又
は
飛
散
さ
せ
る
お

そ
れ
が
あ
る
作
業
を
す
る
工
場
又
は
事
業
場
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

を
い
う
。

５

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
は
、
工
場
又
は
事
業
場
（
以
下

「
工
場
等
」
と
い
う
。
）
に
設
置
さ
れ
る
施
設
（
指
定
工
場
に
設
置
さ
れ
る

も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
ば
い
煙
等
を
排
出
し
、
発
生
し
、
又
は
飛
散
さ

せ
る
施
設
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

６

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
指
定
工
場
等
」
と
は
、
指
定
工
場
及
び
特
定
施
設

を
設
置
す
る
工
場
等
を
い
う
。

７

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
定
建
設
作
業
」
と
は
、
建
設
工
事
と
し
て
行
わ

れ
る
作
業
の
う
ち
、
著
し
い
騒
音
又
は
振
動
を
発
生
す
る
作
業
で
あ
つ
て
規

則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

８

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
ば
い
煙
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
質
を
い

う
。

一

燃
料
そ
の
他
の
物
の
燃
焼
に
伴
い
発
生
す
る
硫
黄
酸
化
物

二

燃
料
そ
の
他
の
物
の
燃
焼
又
は
熱
源
と
し
て
の
電
気
の
使
用
に
伴
い
発

生
す
る
ば
い
じ
ん

三

物
の
燃
焼
、
合
成
、
分
解
そ
の
他
の
処
理
（
機
械
的
処
理
を
除
く
。
）

に
伴
い
発
生
す
る
物
質
の
う
ち
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
塩
素
、
弗
化
水
素
、
鉛

ふ
つ

そ
の
他
の
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

る
物
質
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
規
則
で
定
め
る
も
の

９

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
粉
じ
ん
」
と
は
、
物
の
破
砕
、
選
別
そ
の
他
の
機

械
的
処
理
又
は
た
い
積
に
伴
い
発
生
し
、
又
は
飛
散
す
る
物
質
を
い
う
。

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
汚
水
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を

10
備
え
る
水
又
は
廃
液
で
あ
つ
て
、
工
場
等
か
ら
公
共
用
水
域
（
水
質
汚
濁
防

止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

公
共
用
水
域
を
い
う
。
）
に
排
出
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

一

カ
ド
ミ
ウ
ム
そ
の
他
の
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

る
物
質
と
し
て
規
則
で
定
め
る
物
質
を
含
む
こ
と
。

二

水
素
イ
オ
ン
濃
度
そ
の
他
の
水
の
汚
染
状
態
（
熱
に
よ
る
も
の
を
含
み
、

前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
示
す
項
目
と
し
て
規
則
で
定
め
る

項
目
に
関
し
、
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
程
度
の

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
一
部
改
正
）

公
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置

第
二
章

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

事
業
者
の
責
務

第
一
節

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
事
業
者
の
責
務
）

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
よ
る
公
害
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の

第
三
条

責
任
に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
公
害
の

防
止
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

事
業
者
は
、
法
令
又
は
こ
の
条
例
に
違
反
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
そ

の
こ
と
を
理
由
と
し
て
公
害
の
防
止
に
つ
い
て
最
大
限
に
努
力
す
る
こ
と
を
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怠
つ
て
は
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
そ
の
管
理
に
係
る
公
害
の
発
生
源
を
厳
重
に
管
理
す
る
と
と

も
に
、
公
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
常
時
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
公
害
の
防
止
に
関
す
る
技
術
の
研
究
及
び
開
発
を
行
う
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
一
部
改
正
）

第
四
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

（
平
一
七
条
例
四
三
・
全
部
改
正
）

工
場
等
に
関
す
る
規
制

第
二
節

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

特
別
規
制
基
準

第
一
款

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の

第
二
十
条

排
水
基
準
に
代
え
て
適
用
す
べ
き
排
水
基
準
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二

の
と
お
り
と
す
る
。

規
制
基
準

第
二
款

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
規
制
基
準
の
設
定
）

知
事
は
、
指
定
工
場
等
に
お
け
る
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
ず
る

第
二
十
一
条

ば
い
煙
等
の
排
出
、
発
生
又
は
飛
散
の
量
等
に
つ
い
て
の
許
容
限
度
（
以
下

「
規
制
基
準
」
と
い
う
。
）
を
規
則
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
制
基
準
の
遵
守
等
）

指
定
工
場
等
の
設
置
者
は
、
規
制
基
準
を
超
え
る
ば
い
煙
等
を

第
二
十
二
条

排
出
し
、
発
生
さ
せ
、
又
は
飛
散
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

指
定
工
場
等
の
設
置
者
は
、
規
制
基
準
の
定
め
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、

人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
を
阻
害
し
な
い
程
度
を
超
え
る
ば
い
煙
等
を
排
出

し
、
発
生
さ
せ
、
又
は
飛
散
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

工
場
等

第
三
款

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
指
定
工
場
の
設
置
の
許
可
）

指
定
工
場
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

第
二
十
三
条

ろ
に
よ
り
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

指
定
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

指
定
工
場
の
業
種
並
び
に
作
業
の
種
類
及
び
方
法

四

指
定
工
場
の
位
置

五

指
定
工
場
の
建
物
及
び
施
設
の
名
称
、
構
造
及
び
配
置

六

ば
い
煙
等
の
排
出
、
発
生
及
び
飛
散
に
係
る
施
設
の
使
用
の
方
法

七

原
料
材
、
燃
料
等
の
種
類
及
び
使
用
予
定
量

八

製
造
工
程

九

ば
い
煙
等
の
防
止
又
は
処
理
の
方
法
（
以
下
「
ば
い
煙
等
の
処
理
方
法
」
と

い
う
。
）

十

廃
棄
物
の
種
類
及
び
量
並
び
に
そ
の
処
理
の
方
法

十
一

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
指
定
工
場
か
ら
排
出
し
、
発
生
し
、
又
は
飛
散
す
る
ば
い
煙
等
が
規
制

基
準
を
超
え
ず
、
か
つ
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
を
保
全
す
る
う
え
に
お

い
て
障
害
を
き
た
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
許
可
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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４

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
公
害
の

防
止
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
措
置
）一

の
工
場
が
指
定
工
場
と
な
つ
た
際
現
に
そ
の
工
場
を
設
置
し

第
二
十
四
条

て
い
る
者
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
は
、
当
該
工
場
が
指

定
工
場
と
な
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

（
指
定
工
場
の
変
更
の
許
可
）

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
（
前
条

第
二
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

た
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
次
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
が
第
二
十

三
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事

項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
で
あ
つ
て
規
則

で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
事
業
開
始
の
届
出
）

第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

第
二
十
六
条

受
け
た
者
は
、
当
該
指
定
工
場
に
係
る
事
業
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
部
分
の
操
業
）
を
開
始

し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
施
設
の
設
置
の
届
出
）

特
定
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
（
指
定
工
場
に
お
い
て
特

第
二
十
七
条

定
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

工
場
等
の
名
称
及
び
所
在
地

三

特
定
施
設
の
種
類

四

特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置

五

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法

六

ば
い
煙
等
の
処
理
方
法

七

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項

（
特
定
施
設
に
係
る
経
過
措
置
）

一
の
施
設
が
特
定
施
設
と
な
つ
た
際
現
に
そ
の
施
設
を
設
置
し

第
二
十
八
条

て
い
る
者
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
は
、
当
該
施
設
が
特

定
施
設
と
な
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
届
出
）

前
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る

第
二
十
九
条

第
二
十
七
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
で
あ
つ
て
規
則
で

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
計
画
変
更
命
令
等
）

知
事
は
、
第
二
十
七
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
騒
音
又

第
三
十
条

は
振
動
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
騒
音
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
届
出
を

除
く
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
に
係
る
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ば
い
煙
等
の
濃
度
等
が
当
該
特
定
施
設
に
係
る
規
制
基
準
に
適
合
し
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
限
り
、
当

該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
の
構
造
、
配
置
若

し
く
は
使
用
の
方
法
若
し
く
は
ば
い
煙
等
の
処
理
方
法
に
関
す
る
計
画
の
変

更
を
命
じ
、
又
は
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
の
廃

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
騒
音
等
に
係
る
第
二
十
七
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
を
設
置
す
る
工
場
等

に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
等
が
規
制
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
に
よ
り
そ
の

工
場
等
の
周
辺
の
生
活
環
境
が
損
な
わ
れ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
届
出

を
受
理
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
限
り
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、

そ
の
事
態
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
騒
音
等
の
防
止
の

方
法
又
は
特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
若
し
く
は
配
置
に
関
す
る
計
画
を
変
更

す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
一
部
改
正
）

（
実
施
の
制
限
）

第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者

第
三
十
一
条

は
、
当
該
届
出
が
受
理
さ
れ
た
日
か
ら
六
十
日
（
騒
音
等
に
係
る
届
出
に
つ

い
て
は
、
三
十
日
）
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
届
出

に
係
る
特
定
施
設
を
設
置
し
、
又
は
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
の
構
造
、

配
置
若
し
く
は
使
用
の
方
法
若
し
く
は
ば
い
煙
等
の
処
理
方
法
を
変
更
し
て

は
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事

項
の
内
容
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
短

縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
等
）

知
事
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た

第
三
十
二
条

者
が
当
該
指
定
工
場
に
お
い
て
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
指
定
工
場
の
建
物
若
し
く
は

施
設
の
構
造
若
し
く
は
配
置
若
し
く
は
当
該
指
定
工
場
に
係
る
作
業
の
方
法

若
し
く
は
ば
い
煙
等
の
処
理
方
法
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
当
該
指
定
工
場
に

係
る
作
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

規
制
基
準
を
超
え
て
ば
い
煙
等
を
排
出
し
、
発
生
さ
せ
、
又
は
飛
散
さ

せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

二

第
二
十
三
条
第
四
項
（
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
て
い
る
と
き
。

２

知
事
は
、
特
定
施
設
（
騒
音
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
工
場
等
の
設
置
者
が
当
該
工
場
等
に
お
い
て
前
項

第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を

定
め
て
、
当
該
特
定
施
設
の
構
造
、
配
置
若
し
く
は
使
用
の
方
法
若
し
く
は

当
該
特
定
施
設
に
係
る
ば
い
煙
等
の
処
理
方
法
の
改
善
を
命
じ
、
又
は
当
該

特
定
施
設
の
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
騒
音
等
に
係
る
特
定
施
設
を
有
す
る
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す

る
騒
音
等
が
規
制
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
工
場
等
の
周
辺
の

生
活
環
境
が
損
な
わ
れ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
工
場
等
の
設
置
者
に
対

し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
事
態
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い

て
、
騒
音
等
の
防
止
の
方
法
を
改
善
し
、
又
は
当
該
特
定
施
設
の
使
用
の
方

法
若
し
く
は
配
置
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧

告
に
従
わ
な
い
で
特
定
施
設
を
設
置
し
て
い
る
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、

第
三
十
条
第
二
項
又
は
前
項
の
事
態
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
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い
て
、
騒
音
等
の
防
止
の
方
法
の
改
善
又
は
当
該
特
定
施
設
の
使
用
の
方
法

若
し
く
は
配
置
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
四
項
の
規
定
は
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
工
場
等
が
指
定
工
場
と
な
つ
た
日
又

は
当
該
施
設
が
特
定
施
設
と
な
つ
た
日
か
ら
一
年
間
は
、
適
用
し
な
い
。
た

だ
し
、
そ
の
者
が
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
、

又
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
許
可
の
取
消
し
）

知
事
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た

第
三
十
三
条

者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
許
可
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
と
き
。

二

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
第
二
十
三
条

第
二
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項

を
変
更
し
た
と
き
。

三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
。

（
平
七
条
例
四
六
・
一
部
改
正
）

（
操
業
停
止
命
令
）

知
事
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
有
し
な

第
三
十
四
条

い
で
指
定
工
場
を
設
置
し
た
者
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
許
可
を
受
け
な
い
で
第
二
十
三
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、

第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
者
に
対
し
、
当
該
指

定
工
場
の
操
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
氏
名
の
変
更
等
の
届
出
）

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
そ
の

第
三
十
五
条

許
可
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更

し
、
又
は
当
該
指
定
工
場
を
廃
止
し
た
と
き
、
第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
八

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
そ
の
届
出
に
係
る
第
二
十
七
条
第
一
号

若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
、
又
は
当
該
特
定
施
設
の
使
用

を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
位
の
承
継
）

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第

第
三
十
六
条

二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
か
ら
当
該

許
可
に
係
る
指
定
工
場
又
は
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施
設
を
譲
り
受
け
、
又

は
借
り
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
者
又
は
当
該
届
出
を
し
た
者
の

地
位
を
承
継
す
る
。

２

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
二
十
七
条

若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
つ
い
て
相
続
、
合

併
又
は
分
割
（
当
該
許
可
に
係
る
指
定
工
場
又
は
当
該
届
出
に
係
る
特
定
施

設
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
相
続
人
、
合
併
後

存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当

該
指
定
工
場
若
し
く
は
当
該
特
定
施
設
を
継
承
し
た
法
人
は
、
当
該
許
可
を

受
け
た
者
又
は
当
該
届
出
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

た
者
又
は
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た

者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
承
継
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
平
一
三
条
例
三
・
一
部
改
正
）
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（
ば
い
煙
の
測
定
等
）

指
定
工
場
等
の
設
置
者
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
規

第
三
十
七
条

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
工
場
等
の
排
出
に
係
る
ば
い
煙
又

は
汚
水
の
濃
度
等
を
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
緊
急
時
の
措
置
）

知
事
は
、
気
象
状
況
の
影
響
に
よ
り
大
気
の
汚
染
が
急
激
に
著

第
三
十
八
条

し
く
な
り
、
又
は
異
常
な
渇
水
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
公
共
用

水
域
の
水
質
の
汚
濁
が
著
し
く
な
り
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被

害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る

事
態
が
発
生
し
た
と
き
は
、
指
定
工
場
等
の
設
置
者
に
対
し
、
ば
い
煙
等
の

排
出
量
の
減
少
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
燃
料
の
使
用
に
関
す
る
勧
告
）

知
事
は
、
硫
黄
酸
化
物
に
よ
る
大
気
の
汚
染
が
著
し
い
地
域
と

第
三
十
九
条

し
て
規
則
で
定
め
る
地
域
に
お
い
て
、
ば
い
煙
を
発
生
す
る
施
設
で
あ
つ
て

規
則
で
定
め
る
も
の
を
設
置
し
て
い
る
者
に
対
し
、
規
則
で
定
め
る
燃
料
を

使
用
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
、
ば
い
煙
を
発
生
す
る
施

設
を
設
置
し
て
い
る
者
の
う
ち
、
規
則
で
定
め
る
量
以
上
の
燃
料
を
使
用
す

る
者
に
対
し
、
規
則
で
定
め
る
燃
料
を
使
用
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

特
定
建
設
作
業

第
四
款

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
特
定
建
設
作
業
の
届
出
）

特
定
建
設
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
を
施
工
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
四
十
条

当
該
特
定
建
設
作
業
の
開
始
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
発
生
に
よ
り
特
定
建
設
作
業
を

緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

建
設
工
事
の
目
的
に
係
る
施
設
又
は
工
作
物
の
種
類

三

特
定
建
設
作
業
の
場
所
及
び
実
施
の
期
間

四

騒
音
等
の
防
止
の
方
法

五

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項

２

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
設
工
事
を
施
工
す
る
者
は
、

速
や
か
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
は
、
当
該
特
定
建
設
作
業
の
場
所
の
付
近

の
見
取
図
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
改
善
命
令
等
）

知
事
は
、
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
等
が
規
則

第
四
十
一
条

で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
特
定
建
設
作
業
の
場
所
の

周
辺
の
生
活
環
境
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
建
設
工

事
を
施
工
す
る
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
事
態
を
除
去
す
る
た
め

に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
騒
音
等
の
防
止
の
方
法
の
改
善
又
は
特
定
建
設

作
業
の
作
業
時
間
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な

い
で
特
定
建
設
作
業
を
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
同
項
の
事

態
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
騒
音
等
の
防
止
の
方
法
の

改
善
又
は
特
定
建
設
作
業
の
作
業
時
間
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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そ
の
他
の
規
制

第
三
節

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
の
禁
止
）

第
四
十
二
条

何
人
も
、
燃
焼
に
伴
つ
て
ば
い
煙
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
）
又
は
悪
臭
を
発
生
す
る
物

質
で
あ
つ
て
ゴ
ム
、
合
成
樹
脂
、
油
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
を
焼
却
炉
、

ボ
イ
ラ
ー
等
の
燃
焼
設
備
を
使
用
し
て
燃
焼
さ
せ
る
場
合
そ
の
他
規
則
で
定

め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
屋
外
に
お
い
て
燃
焼
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。（

平
一
七
条
例
四
三
・
一
部
改
正
）

（
有
害
物
質
の
地
下
浸
透
の
禁
止
）

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
シ
ア
ン
等
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お

第
四
十
三
条

そ
れ
が
あ
る
物
質
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
有
害
物
質
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
者
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
付
随
的

に
有
害
物
質
を
生
成
さ
せ
、
又
は
排
出
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
を
含
む
。
）

で
あ
つ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係

る
水
又
は
廃
液
（
当
該
水
又
は
廃
液
を
処
理
し
た
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
つ

て
規
則
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
地
下
に
浸
透
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。

一

有
害
物
質
を
製
造
し
、
使
用
し
、
処
理
し
、
又
は
保
管
す
る
者
（
水
質

汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
地
下
浸
透
水
を
排
出
す
る

者
を
除
く
。
）

二

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
四
百

三
十
三
号
）
別
表
第
二
に
定
め
る
特
定
施
設
を
設
置
す
る
者

（
平
一
七
条
例
四
三
・
一
部
改
正
）

（
拡
声
機
の
使
用
の
制
限
）

何
人
も
、
病
院
、
学
校
等
の
周
囲
そ
の
他
の
特
に
静
穏
の
保
持

第
四
十
四
条

を
必
要
と
す
る
区
域
と
し
て
規
則
で
定
め
る
区
域
内
に
お
い
て
は
、
規
則
で

定
め
る
場
合
を
除
き
、
商
業
宣
伝
を
目
的
と
し
て
拡
声
機
を
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。

２

何
人
も
、
商
業
宣
伝
を
目
的
と
し
て
、
航
空
機
（
航
空
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
航
空
機
を
い

う
。
）
か
ら
機
外
に
向
け
て
拡
声
機
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

何
人
も
、
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
商
業
宣
伝
を
目
的
と
し
て

拡
声
機
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
使
用
の
方
法
及
び
音
量
に
関
し
て
規
則

で
定
め
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
深
夜
に
お
け
る
騒
音
の
禁
止
）

飲
食
店
、
娯
楽
場
そ
の
他
の
営
業
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
営

第
四
十
五
条

む
者
は
、
当
該
営
業
を
営
む
場
所
に
お
い
て
、
深
夜
（
午
後
十
一
時
か
ら
翌

日
の
午
前
六
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
）
に
規
則
で
定
め
る
基
準
を
超
え
て

騒
音
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
を
阻
害
し
て
は

な
ら
な
い
。

（
行
為
の
停
止
等
）

知
事
は
、
前
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
認
め

第
四
十
六
条

る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と

る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
勧
告
）

知
事
は
、
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
害
が
発
生

第
四
十
七
条
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し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
特
別
の
措
置
を
講
ず
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
公
害
を
発
生
さ
せ
、
又
は
発
生
さ
せ

る
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
し
、
公
害
の
防
止
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
と
る

べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
制
以
外
の
措
置

第
四
節

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
環
境
上
の
基
準
）

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
大
気
の
汚
染
、
水

第
四
十
八
条

質
の
汚
濁
、
騒
音
等
に
係
る
環
境
上
の
条
件
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
県
民
の

健
康
を
保
護
し
、
及
び
生
活
環
境
を
保
全
す
る
う
え
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
地
域
公
害
防
止
計
画
）

知
事
は
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴
き
、

第
四
十
九
条

当
該
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
公
害
の
防
止
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
、
及
び

こ
れ
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
防
止
の
た
め
の
措

第
三
章

置

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
光
害
の
防
止
）

何
人
も
、
屋
外
に
お
い
て
照
明
器
具
を
使
用
す
る
と
き
は
、
安
全

第
五
十
条

の
確
保
そ
の
他
の
照
明
器
具
の
使
用
の
目
的
を
確
保
し
つ
つ
、
当
該
照
明
器

具
か
ら
照
射
さ
れ
る
光
の
量
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
、
照
射
の

対
象
の
範
囲
の
外
に
漏
れ
る
光
の
量
を
で
き
る
だ
け
少
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
等
に
よ
り
、
光
害
（
照
明
器
具
か
ら
照
射
さ
れ
る
光
の
量
又
は
方
向
に
よ

り
、
不
快
感
、
信
号
等
の
重
要
情
報
を
認
知
す
る
能
力
の
低
下
等
人
の
活
動

及
び
動
植
物
（
人
の
生
活
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
生
育

に
悪
影
響
が
生
ず
る
こ
と
を
い
う
。
）
が
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
等
の
使
用
の
禁
止
）

何
人
も
、
屋
外
に
お
い
て
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
等
（
隔
地
の
対
象
物

第
五
十
一
条

を
照
射
す
る
機
能
を
有
す
る
照
明
器
具
で
あ
つ
て
、
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
、
投
光

器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
、
自
己
が
所
有
し
、
又
は

占
有
す
る
物
に
照
射
す
る
方
法
以
外
の
方
法
で
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
犯
罪
の
捜
査
、
遭
難
者
の
捜
索
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
行
為
の
停
止
）

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
認
め
る

第
五
十
二
条

と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

日
常
生
活
及
び
事
業
活
動
に
お
け
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減

第
四
章

を
図
る
た
め
の
措
置

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

自
動
車
の
使
用
に
伴
う
大
気
の
汚
染
等
の
防
止

第
一
節

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
自
動
車
を
使
用
す
る
者
等
の
責
務
）

自
動
車
（
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

第
五
十
三
条

同
じ
。
）
を
使
用
す
る
者
は
、
必
要
な
整
備
を
行
う
こ
と
、
自
動
車
を
効
率

的
に
使
用
す
る
こ
と
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
自
動
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車
の
使
用
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

自
動
車
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
が
発
生
し
な
い

か
又
は
そ
の
発
生
量
が
相
当
程
度
少
な
い
自
動
車
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
低
公
害
車
」
と
い
う
。
）
を
購
入
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
駐
車
時
の
原
動
機
の
停
止
）

自
動
車
を
運
転
す
る
者
は
、
自
動
車
を
駐
車
し
て
い
る
間
は
、

第
五
十
四
条

原
動
機
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
道
路
交
通
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
緊
急
自
動

車
を
当
該
緊
急
自
動
車
の
用
務
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
場
合
そ
の
他
規
則

で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
運
転
す
る
者
に
対
し
、

前
項
本
文
に
規
定
す
る
原
動
機
の
停
止
を
行
う
よ
う
に
指
導
し
、
又
は
周
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

他
人
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
駐
車
場
を
設
置
し
、
又
は
管
理

す
る
者
は
、
当
該
駐
車
場
の
使
用
者
に
対
し
、
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
原

動
機
の
停
止
を
行
う
よ
う
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
自
動
車
の
環
境
情
報
の
周
知
）

自
動
車
の
販
売
を
業
と
す
る
者
は
、
販
売
す
る
自
動
車
で
あ
つ

第
五
十
五
条

て
規
則
で
定
め
る
も
の
の
使
用
に
伴
い
発
生
す
る
窒
素
酸
化
物
そ
の
他
の
規

則
で
定
め
る
環
境
へ
の
負
荷
に
関
す
る
項
目
の
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
環
境
情
報
」
と
い
う
。
）
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
自
動
車
を
購
入

し
よ
う
と
す
る
者
に
交
付
し
、
当
該
自
動
車
に
係
る
環
境
情
報
の
説
明
を
行

う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
自
動
車
の
使
用
に
伴
う
環
境
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
施
策
の
推
進
）

県
は
、
低
公
害
車
の
使
用
の
促
進
、
道
路
の
構
造
の
改
善
そ
の

第
五
十
六
条

他
の
自
動
車
の
使
用
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
施
策
を
推
進

す
る
も
の
と
す
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

生
活
排
水
に
よ
る
水
質
の
汚
濁
の
防
止

第
二
節

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
日
常
生
活
等
に
伴
う
水
質
の
汚
濁
の
防
止
）

何
人
も
、
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
を
図
る
た
め
、
調
理
く

第
五
十
七
条

ず
及
び
廃
食
用
油
を
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
、
洗
剤
を
適
正
に
使
用
す
る
こ

と
等
に
心
が
け
る
こ
と
に
よ
り
、
日
常
生
活
に
伴
つ
て
排
出
さ
れ
る
水
に
よ

る
水
質
の
汚
濁
を
防
止
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

何
人
も
、
キ
ャ
ン
プ
活
動
そ
の
他
の
野
外
活
動
を
行
う
と
き
は
、
調
理
に

使
用
し
た
油
を
回
収
す
る
こ
と
、
食
用
に
供
さ
れ
な
か
つ
た
食
品
を
持
ち
帰

る
こ
と
等
に
心
が
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
野
外
活
動
に
伴
つ
て
排
出
さ
れ

る
水
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚
濁
を
防
止
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
生
活
排
水
対
策
に
関
す
る
施
策
の
推
進
）

知
事
は
、
生
活
排
水
の
排
出
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚

第
五
十
八
条

濁
の
防
止
を
図
る
た
め
、
市
町
村
と
連
携
し
て
、
生
活
排
水
の
処
理
施
設
の

効
率
的
な
整
備
に
関
す
る
広
域
的
な
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
整
備
の
促
進
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
下
水
道
の
整
備
、
浄
化
槽
の
設
置
そ
の
他
の
生
活
排
水
の
排
出
に

よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
の
汚
濁
の
防
止
を
図
る
た
め
の
対
策
を
実
施
す
る
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市
町
村
に
対
し
、
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
、
循
環
的
利
用
及
び
適
正
処
分

第
三
節

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
事
業
活
動
に
お
け
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
）

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
際
し
て
は
、
原
材
料
等

第
五
十
九
条

が
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
廃
棄
物
等
（
環
境
基
本
条
例
第
十
条
に
規
定
す

る
廃
棄
物
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
こ
と
を
抑

制
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
そ
の
他
の
廃
棄
物
等
の
発
生
の
抑
制
、
廃
棄
物

等
の
う
ち
資
源
と
な
る
も
の
の
再
使
用
、
再
生
利
用
等
の
循
環
的
な
利
用
及

び
廃
棄
物
等
の
う
ち
資
源
と
な
ら
な
い
も
の
の
適
正
な
処
分
（
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
「
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
県
が
実
施
す
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
に

協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
日
常
生
活
に
お
け
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
）

県
民
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
製
品
を
な
る
べ
く
長
期
間
使
用

第
六
十
条

す
る
こ
と
、
再
生
品
を
使
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
廃
棄
物
等
の
発
生
を
抑

制
し
、
並
び
に
廃
棄
物
等
の
う
ち
資
源
と
な
る
も
の
の
循
環
的
な
利
用
及
び

廃
棄
物
等
の
う
ち
資
源
と
な
ら
な
い
も
の
の
適
正
な
処
分
を
促
進
す
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

県
民
は
、
県
が
実
施
す
る
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
に
協

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
廃
棄
物
総
合
計
画
）

知
事
は
、
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的

第
六
十
一
条

か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
総

合
的
な
計
画
（
以
下
「
廃
棄
物
総
合
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の

と
す
る
。

２

廃
棄
物
総
合
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

二

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
し
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施

策
三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る

施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３

県
は
、
事
業
者
、
県
民
及
び
市
町
村
と
連
携
し
て
廃
棄
物
総
合
計
画
の
推

進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
の
作
成
等
）

そ
の
事
業
活
動
に
伴
い
多
量
の
産
業
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理

第
六
十
二
条

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。
）

を
生
ず
る
事
業
場
を
設
置
し
て
い
る
事
業
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

（
次
項
に
お
い
て
「
多
量
排
出
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
で
定
め
る

基
準
に
従
い
、
当
該
事
業
場
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
処
理

に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

多
量
排
出
事
業
者
は
、
前
項
の
計
画
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
計
画
及
び
前
項
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

雑
則

第
五
章
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（
報
告
の
徴
収
）

知
事
は
、
第
二
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

第
六
十
三
条

工
場
等
を
設
置
す
る
者
又
は
特
定
建
設
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
を
施
工
す
る

者
に
対
し
、
施
設
又
は
作
業
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
、
報
告
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
旧
第
四
九
条
繰
下
・
一
部
改
正
）

（
立
入
検
査
等
）

知
事
は
、
第
二
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

第
六
十
四
条

当
該
職
員
に
、
工
場
等
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
人
に
質
問
さ
せ
、

又
は
帳
簿
書
類
、
施
設
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

書
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め

ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
旧
第
五
〇
条
繰
下
・
一
部
改
正
）

（
調
査
の
請
求
）

公
害
を
受
け
、
又
は
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
は
、
規
則
で
定

第
六
十
五
条

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
そ
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
調
査
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
旧
第
五
一
条
繰
下
）

（
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
）

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
山

第
六
十
六
条

梨
県
環
境
保
全
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
工
場
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特

定
施
設
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
建
設
作
業

二

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
規
制
基
準

三

第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
基
準

四

第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
計
画

五

第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
総
合
計
画

（
昭
六
〇
条
例
二
〇
・
平
六
条
例
二
一
・
平
一
二
条
例
三
五
・
一
部
改
正
・
平
一
七
条

例
四
三
・
旧
第
五
二
条
繰
下
・
一
部
改
正
）

（
委
任
）

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し

第
六
十
七
条

必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
旧
第
五
三
条
繰
下
）

罰
則

第
六
章

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

第
六
十
八
条

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

二

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

（
平
四
条
例
二
三
・
一
部
改
正
・
平
一
七
条
例
四
三
・
旧
第
五
四
条
繰
下
・
一
部
改
正
）

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

第
六
十
九
条

又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
騒
音
又
は
振
動
に
係
る

規
制
基
準
に
違
反
し
た
者
を
除
く
。
）

二

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
指
定
工
場
を

設
置
し
た
者

三

第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

２

過
失
に
よ
り
、
前
項
第
一
号
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
三
月
以
下
の
禁
錮
こ

又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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（
平
四
条
例
二
三
・
一
部
改
正
・
平
一
七
条
例
四
三
・
旧
第
五
五
条
繰
下
・
一
部
改
正
）

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又

第
七
十
条

は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
第
二
十
三
条
第
一
項

の
許
可
に
係
る
同
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
又
は
第

十
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
者

二

特
定
施
設
を
設
置
し
た
者
で
、
第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
九
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
も
の

（
平
四
条
例
二
三
・
一
部
改
正
・
平
一
七
条
例
四
三
・
旧
第
五
六
条
繰
下
・
一
部
改
正
）

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰

第
七
十
一
条

金
に
処
す
る
。

一

第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、

又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

二

第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

た
者

四

第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た

者
五

第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は

忌
避
し
た
者

（
平
四
条
例
二
三
・
一
部
改
正
・
平
一
七
条
例
四
三
・
旧
第
五
七
条
繰
下
・
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
第
三
項
又
は
第
四

第
七
十
二
条

十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の

届
出
を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
平
四
条
例
二
三
・
一
部
改
正
・
平
一
七
条
例
四
三
・
旧
第
五
八
条
繰
下
）

（
両
罰
規
定
）

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ

第
七
十
三
条

の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
五
条
の
違
反
行

為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て

各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
旧
第
五
九
条
繰
下
）

第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
万
円

第
七
十
四
条

以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

（
平
一
七
条
例
四
三
・
追
加
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
昭
和
五
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表

第
一
及
び
別
表
第
二
の
既
設
の
特
定
事
業
場
に
関
す
る
部
分
は
昭
和
五
十
二

年
八
月
一
日
か
ら
、
第
三
章
（
第
二
十
条
を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第
四
十

七
条
及
び
第
四
十
八
条
を
除
く
。
）
、
第
五
章
（
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十

三
条
を
除
く
。
）
及
び
第
六
章
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
一
年
規
則
第
八
号
で
昭
和
五
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
公
害
防
止
条
例
第
二
十
九
条
の
規
定

は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
効
力
を
有

す
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過

措
置
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
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５

山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四

十
五
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
〕
略

（
山
梨
県
工
業
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
）

６

山
梨
県
工
業
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
四
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
〕
略

（
昭
和
五
三
年
条
例
第
九
号
）

附

則

こ
の
条
例
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
六
〇
年
条
例
第
二
〇
号
）

附

則

こ
の
条
例
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
四
年
条
例
第
二
三
号
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
平
成
六
年
条
例
第
二
一
号
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２

附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十

年
山
梨
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
〕
略

（
平
成
七
年
条
例
第
四
六
号
）
抄

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
八
年
規
則
第
一
〇
号
で
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）

（
平
成
八
年
条
例
第
二
〇
号
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
公
害
防

止
条
例
別
表
第
一
に
規
定
す
る
既
設
の
特
定
事
業
場
を
設
置
し
て
い
る
者
の

当
該
特
定
事
業
場
に
係
る
排
出
水
の
シ
ア
ン
化
合
物
、
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

又
は
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
に
よ
る
汚
染
状
態
に
つ
い
て
の
水
質
汚
濁
防
止

ひ

法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

同
条
第
一
項
の
排
水
基
準
に
代
え
て
適
用
す
べ
き
排
水
基
準
に
つ
い
て
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
六
月
間
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨

県
公
害
防
止
条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
平
成
一
二
年
条
例
第
三
五
号
）
抄

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
条
並
び
に
附
則
第
三
項
及
び
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規

定

平
成
十
二
年
十
月
一
日

（
平
成
十
二
年
条
例
第
四
四
号
）
抄

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
平
成
一
二
年
条
例
第
七
九
号
）

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
一
三
年
条
例
第
三
号
）

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
一
三
年
条
例
第
五
一
号
）

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則(

平
成
一
四
年
条
例
第
五
四
号)

こ
の
条
例
は
、
自
然
公
園
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第

二
十
九
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
の
日
＝
平
成
一
五
年
四
月
一
日
）

（
平
成
一
七
年
条
例
第
四
三
号
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
屋
外
に
お
い
て
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
サ
ー
チ

ラ
イ
ト
等
を
自
己
が
所
有
し
、
又
は
占
有
す
る
物
に
照
射
す
る
方
法
以
外
の

方
法
で
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
六
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３

山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四

十
五
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
〕
略

（
山
梨
県
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
）

４

山
梨
県
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
〕
略

（
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

５

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例

第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
次
の
よ
う
〕
略



（第２０条関係 （平８条例２０・全改、平１２条例７９・平１３条例５１・一部改正）別表第一 ）

有 害 物 質 に 係 る 排 水 基 準

有害物質の種類 有 機 燐 化 合 物
りん

及び許容限度 パラチオン、
カドミウム及び メチルパラ 砒 素 及 び

ひ

シ ア ン 化 合 物 チオン、メ 六価クロム化合物 ふ つ 素 及 び そ の 化 合 物
そ の 化 合 物 チルジメト そ の 化 合 物

ン及びＥＰ

区分 適用水域 Ｎに限る。

特 新設にあつては、１リットル

定 全公共用水域 検出されないこ １リットルにつき 検出されないこ １リットルにつき １リットルにつき につきふつ素１ミリグラム
事 と。 シアン0.1ミリグ と。 六価クロム0.05ミ 砒素0.05ミリグラ 既設にあつては、１リットル

ひ

業 ラム リグラム ム につきふつ素５ミリグラム

場

備考 １ 「特定事業場」とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

２ この表の数値は、排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号。以下「府令」という ）第2条に規定する方法により検定した場合に。

おける検出値によるものとする。

３ 「検出されないこと 」とは、府令第2条に規定する方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることを。

いう。

４ 「新設」とは、昭和50年８月１日の後において設置される特定事業場をいい 「既設」とは、昭和50年８月１日において現に設置されてい、

る特定事業場（同日において設置の工事をしているものを含む ）及び一の施設が水質汚濁防止法第２条第２項に規定する特定施設となつた際。

現にその施設を設置している特定事業場（その際特定施設の設置の工事をしているものを含む。当該特定事業場が「新設」の特定事業場となつ

ている場合にあつては、新設とする ）をいう。。

５ ふつ素及びその化合物についての排水基準は、し尿処理施設を設置する特定事業場（他の特定施設を併設するものを除く 、畜産農業又はサ。）

ービス業の用に供する豚房施設、牛房施設又は馬房施設を設置する特定事業場及び旅館業に属する特定事業場並びにこれら以外の特定事業場で

あつて、一日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満であるものから排出される排出水については、適用しない。

-
61

-



（第２０条関係）（昭５３条例９・平８条例２０・平成１３条例５１・一部改正）別表第二
有 害 物 質 以 外 の も の に 係 る 排 水 基 準

ノルマルヘ
項目 及び 許容限度 生物化学 化学的酸 浮 遊 キサン抽出 フエノ－ 銅 亜 鉛 溶解性鉄 溶 解 性 ク ロ ム 大 腸 菌

的 酸 素 物質含有量 ル類 マンガン 群 数
要 求 量 素要求量 物 質 量 動 植 物 含 有 量 含 有 量 含 有 量 含 有 量 含 有 量 含 有 量

１日当たりの 油 脂 類 単位１
平均的な 単位１ 単位１ 単位１ 含 有 量 単位１ 単位１ 単位１ 単位１ 単位１ 単位１ 立方セ

排出水の量 リツト リツト リツト 単位１リ リツト リツト リツト リツト リツト リツト ンチメ
適 用 水 域 ルにつ ルにつ ルにつ ツトルに ルにつ ルにつ ルにつ ルにつ ルにつ ルにつ －トル

区 分 きミリ きミリ きミリ つきミリ きミリ きミリ きミリ きミリ きミリ きミリ につき
グラム グラム グラム グラム グラム グラム グラム グラム グラム グラム 個

し尿処理施設を 新設 1,000
設置するもの 20( 15) 20( 15) 50( 30)
他の特定施設
を併設するも 既設 ２０ 立 方
のを除く。 全公共用水域 40( 30) 40( 30) 50( 30) 1,000

メ－トル以上
下 水 道 終 末 新設 20( 15) 20( 15) 50( 30) 10 1 1 1 1 1 0.5 1,000
処 理 施 設 を
設置するもの 既設 40( 30) 40( 30) 50( 30) 10 1 1 1 5 1 1 1,000

特 富士五湖水域 ７.５ 立方
メ－トル以上 30( 20) 30( 20) 50( 30)

市 街 化 ７.５ 立方
区域内の水域 メ－トル以上 80( 60) 80( 60) 150(120)

畜産農業又は 新設
定 サ－ビス業の ７.５ 立方

用 に 供 す る メ－トル以上 140(110) 140(110) 180(140)
豚 房 施 設 、 上記以外の ５０ 立 方
牛房施設又は 公共用水域 メ－トル未満
馬 房 施 設 を
設置するもの ５０ 立 方

事 メ－トル以上 80( 60) 80( 60) 150(120)

７.５ 立方
既設 全公共用水域 メ－トル以上 160(120) 160(120) 200(150)

５０ 立 方
メ－トル未満

業
新設 全公共用水域 ２０ 立 方

メ－トル以上 30( 20) 30( 20) 50( 30) 10 1,000

自 然 公 園 ２０ 立 方
区域内の水域 メ－トル以上 60( 50) 60( 50) 90( 70) 10 1,000

場 旅 館 業
20立方メ－ト

既設 ル以上50立方 100( 85) 100( 85) 140(110) 15 1,000
上記以外の メ－トル未満
公共用水域

５０ 立 方
メ－トル以上 60( 50) 60( 50) 90( 70) 10 1,000

上 記 以 外 の 新設 ２０ 立 方 30( 20) 30( 20) 50( 30) 10 1 1 1 1 1 0.5 1,000
特 定 施 設 を 全公共用水域 メ－トル以上
設置するもの 既設 60( 50) 60( 50) 90( 70) 10 1 1 1 5 1 1 1,000

※ 府令別表第２に定める水素イオン濃度の排水基準については、１日当たりの平均的な排出水の量が５０立方メ－トル未満である特定事業場から排出される排出水についても適用する。
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備 考 １ 別 表 第 １ の 備 考 １ 、 ２ 及 び ４ の 規 定 は 、 こ の 表 に 掲 げ る 有 害 物 質 以 外 の も の に 係 る 排 水 基 準 に つ い て 準 用 す る 。

２ 「 富 士 五 湖 水 域 」 と は 、 次 に 掲 げ る 湖 沼 及 び こ れ に 流 入 す る 公 共 用 水 域 を い う 。

山 中 湖A

河 口 湖B

西 湖C

精 進 湖D

本 栖 湖E

３ 「 市 街 化 区 域 内 の 水 域 」 と は 、 都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 の 市 街 化 区 域 内 の 公 共 用

水 域 を い う 。

４ 「 自 然 公 園 区 域 内 の 水 域 」 と は 、 自 然 公 園 法 （ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第 １ ６ １ 号 ） 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ

れ た 国 立 公 園 及 び 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 国 定 公 園 並 び に 山 梨 県 立 自 然 公 園 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 山 梨 県 条

例 第 ７ ４ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 県 立 自 然 公 園 の 区 域 内 の 公 共 用 水 域 を い う 。

５ （ ） 内 の 数 値 は 、 日 間 平 均 を 示 す 。

６ 生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 に 係 る 排 水 基 準 は 、 湖 沼 以 外 の 公 共 用 水 域 に 排 出 さ れ る 排 出 水 に つ い て 適 用 し 、 化 学 的 酸

素 要 求 量 に 係 る 排 水 基 準 は 、 湖 沼 に 排 出 さ れ る 排 出 水 に つ い て 適 用 す る 。
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